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再び、‘‘筑豊の復興”

入江喜代治（福岡県／社会福祉法人『すみれ育成会』）

　筑豊とは、福岡県の内陸部を占める地域で

あって、旧い呼び名で言う、筑前の国4郡（遠

賀郡・鞍手郡・嘉麻郡・穂波郡）と旧豊前の

国1郡（小倉藩田川郡と周辺諸郡）すなわち、

旧筑前国と旧豊前国を包含した地域名を言い、

この二つの国にまたがり、このふたつの国が、

古く（天保年間1830年～）から石炭の主産地

として栄え、炭鉱を中心にして地域社会が形

成され、産炭地【筑豊】とも呼ばれ別名で筑

豊炭田とも呼称されている。

　その一方での筑豊は、県の中央部に位置し

て南北に貫流する遠賀川の流域に広く水田耕

作が、弥生前期の古からされていて、その生

活体系の証として遠賀川の河床から有名な

『遠賀川土器（西暦前200年～300隼縄文後期）』

などが出土している。

　筑豊農業について、福岡県飯塚農林事務所

が平成3年3月に発行した筑豊農業圏農業計画

による筑豊農業圏概要によれば、立地条件と

しての筑豊は、直鞍（直方と鞍手郡）・嘉飯

山（嘉麻郡・穂波郡・飯塚地区）・田川の3地域

4市20町1村からなり、西南に3郡山系、東北に

福智山系、南東に英彦山系、西に犬鳴山系に

囲まれた盆地である。中央には、遠賀川が貫

流しその支流に穂波111、八木山川、英彦山川、

中元寺川等がそれぞれに流れ、支流にそって

山間、山麓及び平坦部に耕地が分布している。

　土地利用では、総土地面積が984Km2（9万

8，400ha）、このうち耕地面積は、1万4，400ha

（14％）、水田面積は、1万2，300ha（12，5％）と

なっている。

　農業振興地域の指定では、全市町村が県の

指定を受けていて【筑豊】は、こうした農産

業の面でも福岡県のコメどころ、食の安全を

確保するところとして古から培われ発展して

きた地域でもある。その種類は幅広く水稲、

麦類、大豆、野菜、果樹、花き、酪農、肉用

牛、豚、鶏、鶏卵・ブロイラー等の加工など

も含めての農産業がされてきている。さらに、

こうした古からの農耕の伝統遺産に田川地域

では、『歳時暦』や伊加利人形浄瑠璃・仕事唄

（田植え唄、米掲き唄、麦掲き唄、糸取り唄、
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草刈り馬子唄など数限りなく）の踊や舞いな

どが創られ伝えられている。また、田川から

筑前国嘉麻郡村（現在の山田市）へ通じる豊

前と筑前との経済交流の窓口として宿場町

（現在は、田川市猪膝町）があり、この宿場で、

当初は農商工器具などの生産販売がされてい

た。

　炭鉱が付近に開抗されるにつれ、石炭採掘

器具などの鍛治職が多くなっている様子が町

絵図の中に書き込まれている。また、農閑期

には農民の炭鉱への出稼ぎが年毎に増えてい

ることなども田川市史、明治初期猪膝町生業

人口（明治4年「猪膝町戸籍人口下調」写し）に

記述されていて、この時期には炭鉱の出現に

ともない田川地域は、農業を主体にしながら

も農商鉱工の生産関係が発展してきている。

　石炭が、家庭撚料としての焚石から（筑前

風土記（貝原益軒，元禄16年［1703年］）民家で

の石炭の利用、鍛治用、製塩などへの活用が

広がり商品化へと発展し、石炭市場の拡大に

ともない、石炭掘採による鉱害もまた大きく

広がり、農地等に多大な不能田を作りだした。

　この時から、石炭資本に対しての生存権を

賭けた農民の闘いが始まり、その闘いの歴史

が日本近代史のなかにあることを忘れること

はできない。

　石炭の採掘が、明治政府の出現により、太

政官布告をもって鉱物はすべて国有となり明

治政府の下で明治6年に「日本抗法　（後の鉱

業法）※賠償規定はない」がつくられ、借区

制度（鉱物を掘採する面積を示す鉱区）によ

って出願をもって石炭及び鉱物の採掘は、自

由（明治6年，1873年）となる。この時から明

治25年3月に農商務省が公布した、鉱業条例

（47条・50条の賠償条項）ができるまで、石炭

を掘採して、農地などにどれだけの被害を与

えても賠償や現状に回復するなどの必要が無

く、し放題にあった。この時から農民の生存

をかけての斗いが、賠償法⇒復旧法の制定へ

向けてはじまり、大資本と癒着する封建的天

皇制政府をして明治25年に鉱業条例細則⇒明

治38年には鉱業法をつくらせたが、法律の賠

償条項は、過失貢任性をとっていて、地下で

の加害証拠の立証が難しく敗訴を余儀なくさ

せられている。この敗北のなかで農民は学び、

そして、その闘いは組織化され政治斗争化へ

発展し、政府は戦時下において、昭和14年

（1939年）、鉱業法の改正を民法上の過失貢任

から「ひろい範囲にわたる無過失責任」にし、

鉱業権者に対してのその貢任を負わす“記念

碑”ともいえるはかりしえない壮挙をなしあ

げたのである。この改正の成果は、戦後の新

鉱業法（1950年12月）に受継がれ、更に、「新

鉱業法」から石炭だけを引出し、昭和27年8月

に、国土の復旧と民政の安定を目的にした

「臨時石炭鉱害復旧措置法」を制定させる成功

を1870年から1952隼まで、実に、72年問をか

けた斗いの集積によってなしとげたのである。

　いま、所謂『石炭六法』の時限である2002

年0月末をもって、これら多くの残存課題を残

し終わろうとしている。“これでよいのだろう

か？”正に、日本近代史における石炭採掘の

歴史は、日本コンッェルンと癒着した歴代政

府と、農民の生死与奪をかけた階級斗争の歴

史である。※入江喜代治著作　石炭鉱害一問

一答　1995年　第3章46問⇒48問を参照。
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炭鉱害の垂れ流しの現状を呈していた。

　生活環境では、前時代的で朽ちれかけた炭

鉱社宅の長屋、炭鉱の簡易水道で生活を余儀

なくしている炭鉱失業者とその家族、そして

その中で子どもの生活がある。その子ども達

の生活のさまが、土門拳の“筑豊の子ども達”

と題した写真集で如実に表現されている。そ

れは、こうした最悪の生活環境のなかでも負

けず邊しく明るく遊び生きている筑豊の子ど

も達の姿を、筑豊の大人達にかえて写し出し

ているように見える。

ハ．福岡県田川郡111崎町に在る、古河大峰炭

　　鉱社宅解体のため、1日大峰炭鉱社宅から

　　居住者の追い出しを掛ける古河鉱業に対

　　して、地域住民との協同の斗いと、『す

　　みれ保育園』の建設

　古河大峰炭鉱から1969年4月30日付けの葉書

が5月1日の朝、炭鉱社宅に住む全員に送付さ

れた。その内容は、大峰炭鉱が閉山に伴う物

件処理のためにという理由で9月1日より炭鉱

住宅の解体を行ない、用地全体の造成工事を

するため、8月31日までに明け渡すこと、さも

なければ法的手段をとるという。前従業員に

対しての情け容赦のない仕打ちである。

　この情報は、一日にして川崎町の全地域に

伝わり各地から大峰炭鉱事務所前に集まり、

「古河炭鉱は、働かせるだけ働かせ必要が無く

なれば簡単に首を切る。居住権も無法的に剥

奪する。このようなことが資本家なら罷り通

ると思っているのかと、その腹立ちが頭から

足の先まで電気が走る思いがする」と異口同

音に怒りをぶちまけた。集まった六十数名の

人達は、協同して斗う決意を新たにして呼び

かけ、町をあげて政府の閉山政策を糾弾しよ

うと、6月半ばに福岡通産局へ押しかけ局長の

考えを糺すことを決めた。そして、行動の日

は6月22日ときまった。

　川崎町から大型バス3台が出され、バスには、

自治会員、各地域の商店街の人々、川崎町役

場の代表者など180名余が同乗し、大峰を出発。

　交渉は、午前10時からもたれ、局からは、

高井敏夫通産局長、宮森合理化事業団九州支

部長他が出席し、炭住白治会から入江会長他

10名、支援者として日本共産党福岡県委員会

を代表して高曲敏三さん、法曹団から諌山博

弁護士他が参加して交渉に入った。その他の

180名の参加者は、通産局（合同庁舎）前広場

に座り込み報告を待機する。

　高井敏夫通産局長は、「私の仕事は炭鉱の閉

山までであるが、閉山後にこうした民生の安

定を欠く問題が生じることは考えもしなかっ

た。炭鉱の閉山でこの様な後始末が残されて

いたことを始めて知り痛恨の次第です。宮森

支部長とも話し合い皆さんの要望に答えたい」

と述べ、石炭合理化事業団の宮森支部長は、

「古河鉱業の重役を呼び、こうした迷惑を皆さ

んにかけ、局長にもかけたことは許せるもの

ではない。厳しく貢任を追求し、皆さんの期

待通りの解決をします」と約束した。

　そして、一週間程たち、古河鉱業取締役木

下芳兵衛氏から謝罪と、葉書による社宅問題

の撤回があり、「社宅はいつまで使ってもらっ

てもよい。しかし、家賃は取らないので8月31

日をもって電気は切る。それまでに、自治会

の方で対処してほしい」との回答があり、本



~ ~~tB;~i~9~~~~~c~ (8) e e o o ooeeeooeeeeeeo 
tlL-*IB~:~J~~1i ~~~~L~v*~ ~Y~~~~~: (~~ll~~~c 

700A~~:) Ic~a)~:~~Ua)~l~~~=~~!~L7t. 

~>~~~._~D ~7*-)~4 ~ -~i;}clL'~*i~J1~=~~ . ~;~> 

t~~~~~~ j~w~~~~~ec~/~~~7t > . ~a)~~) 
~~l~~~u~ ~ ~t~~*~~i*-~~~-~L~~ ~ v*~e ~ 

= * 
i~~ ,~ ~ t~:~~t~~~t*+~~~. ~iq),L･I~B~~~R~~LL 

~cv*7t ~ ~~!. ~ . 

T~!~*o)B~. ~~:~~~~~~.J~~:~;"~~~･~~~~. ~'~'･*~~l~~ 

~1~1a) E~~~~~~~ ~) ~ ~~#~l~~1l~ r~~ L 

~:~:f~i~. ~~~~Eo)J~~:~~~:~.;~co)~~~~>~ ~~A. 

'4'~~ ~ ~t ~ ;~ ~r~~,[~t~~~5 ~ . ~~~~.,,~ }c ~~ <'7t ~5 Ic 

~J~~:~;*~~~~~~o)~~J~~i~!~~);~J ~x!1*~~~. ~ < Ic 

)~~~;~~:}~" ~:4~ ~~~ o ~~ J~, I~ B"~~n46~~~~ ~> ~ ~~j~t 

~ ~ v* ~ ~ ~~*~;~~5e~~;~L. A~E~lq)j~~:}~~~~:4~~~3-iC 

7l~d~it~t~~~. ~r~rL(~~=~I~lcD~-ix~-~*. 

~il~J~~t~a)~~~~~~w~J~*'~~~~~~~-~*~~:~*~~~~~. ~~:~~-

~l~~~~:-a)~~~ ~ ~{~ ~, 7~l973~l~~i~~~w~~~:~~:a) ~s 

~~ ~! ~~t*- ~ ~> ~4~;=F~ ~la)~:-~-"-i~q)~~~ ~~~~ ~ ~~ 

~ ~~)･c~tL~~F~LLliC ~ ~~~< /]~~-~:. 

~tl < ~5~~~;~~~~:I~. ~i~=~ ~l~~E.I~~fa)~ ~ 

~~~:~~"~:o) f~uJ Lt*-R~~>~ . Jllru~~T~:ec~~,~~ ~ 

~~7t~~. pt;c~~Lt~~ ~~ t~~;u~~>t~~~ 

t~~v*~)~* ~ ly> ~ ~~~~~~5 ~ . ~o)~~~~~t!~* ~ 

~> ~ ~T~~~~~~, cc t~~ ･ t*-)~~1 ~~~~5 ~~~~~f~ 

~--･-'.=~~l~f~;~]~=~'~~~~~! ~L. ~t~~~T~: ~ a)~:~~1~~=~t~ 

r*-~L7t. ~T~ L~l~~ ~t~~~:,~~a)7~~5~TIL~~~4~ 

=~ ~f~~-'~-"-･j~l~~ ~ t~~~*~~. ~~~~~)~~,4~ ~ ~:~~~ 

eC~ ~~~;~~=~f~)~;-~'-'-~~~~;~;~7~~ ~~ ~>. ~~t 

~~L~~~~>~. J~~~4~~I~+'*_~~~~~~=~l~f~-~ 

~, U C I~ ~ ~ ~> L ~ ~ ~:~~~~~tJ;~~~~> ~ t~E~ 

- >q)~T~:~~E'~;~;t~~i~~~~~~~L ~;~L~t7*. ~ 

~T~>~l~~i~J~:~;f~ ~ ~*t~. ~~~ ~:~ 4 7~t~~ 

~ .C rT~~~L=F~~:~J ~~4~~~L76~1~4~IO~ 

}C f*~~]. ~t~~T~:a)~:~!7 ~ ~5 . C5~ I ~ ~> ~ 

l~ ~t~IY~~)~ ~t;:~~L=~i]~:~J ~UC~;-~. 

77~1~ (B"*~D52~~) 5;{1. ;~~~C90~~;IC ~ ~~~~~~~･* 

~k~~)~ ~~;~~L~~)~~~,J ~~'5t~*~~. A. ~~C+*~. 

J~ U~. 80~~eC~?~l~~)~:='-'--~==~~ 80~l;4~I ~>~~f 

I~~~~d~~t~~;~~'i~f~:~-~ ~ ~~ ;~ ~ ~ ~C t~~ ' f*-. 

~ . ;~~:tti3~i~~~. 

~t~t~~~~i~U:~i~a)~;-E~~-*'~: ~l ~~ U ~ 

(7)A~E~~~~~q)/]~C~'~. ~~~~~~~~t~~-=･rtj~~~~~~~;~V* 

~:~~~~Z~) ~. ~F~~~q)~~~f~C~7~iV*. ~/~/~~ 

~>~.lEl*~:~~a)~~-.-.~'-'=,~~~~:t~=~~l~:~ < . ~f~*~x*~~'f~;~ 

~>t~C ~ ;~E~ ~ O)~~~; f~:~ < . 

1995~l~~~ iC ~5 I~ ;~ EEI JI I T~~lSa)65~~~~~lJiO) ~: 

~~~~~)~~ll~. 31,375)~. ~t･-*~~j~. 19,79"/*. (A~~: 

~l)~~l~tl~~ 14,5%) 70~:'~~Jia)7~~~~~)~~l I~. 

28,936A. J~t_+~~l~. 18,27'/o~t~~OCV>C. A~E 

~la)65~i~,~AJiO)~f,.'･~)~~l~t~ ~ 3,770/0 ~ 7i~ < t~~ 

O ~ V>~ * 

EEI Jl I T~f~1S~~~~~~~~1~~:~:~~11~~~~~4~ ~; ~LC 

ly*;~~~~:~1~. 96~F~~6,149A. ~l8~~~~~i~~}~. 

1974~~ (B"D~D49~l~) ~ ~~~=~~i~tp:~~1J~;~~~~i~~~ 

10 



●●●●●●●●●●○●●●●●●●●

され手帳交付を受けている。こうした療育を

必要とする知的障害児者は、田川地域で913人

いて、精神障害者を除いた6，149人中、何らか

の施設で働き又そのなかで療育を受けながら

働いている心身障害数は576人で9％、10分の1

以下である。

　こうした現状を踏まえて、これらの問題の

解決を図るには、発達期の幼児の生活を守り、

発達の保障、低小学期のこどもの生活の全面

的な保障、心身障害者の発達と杜会的自立へ

向けた生活の保障が必要であり、地域に開か

れた施設建設と運営の実践を通じて地域福祉

杜会の建設をめざし、この集団の力で福祉の

落ちこぼれをなくすため、1986年に『すみれ

児童館』（学童保育所併設型児童館）と同時に、

身体障害者通所授産施設『秀峰園』を建設し、

現在『すみれ児童館』において、学童保育所

と『コドモ110番』、小学校・中学校の不登校

生徒を親と学校から預かる就学援助、家庭塾

を県立大の学生ボランティアの協力で3年前か

ら実施、20～24名の大峰地域の子どもを指導

している。

ホ．1968年（昭和43年）に出された、第4

　　次石炭答串は、筑豊にあつたすべての炭

　　鉱を潰し、筑豊地域にあった生産関係と

　　社会的諸関係を根底から崩した。その現

　　状から、それぞれに立ち上がり、それぞ

　　れの生活防衛のために集団が組織され斗

　　いがはじめられた

　全日自労に組織された失業者は、雇用の場

をつくれ、もとの筑豊に帰せと叫ぶ住民、筑

豊の自治体に筑豊の政治的自治を与えよ、の

協同の斗いが、【筑豊の復興】を旗印に、「よ

みがえれ筑豊」を合言葉に1，000名が結集して

1976年3月、復興共闘会議の結成大会が直方に

てもたれた。

　第1次オイルショクの経済的政治的打撃を受

けた田中内閣に向けての筑豊の復興斗争は、

国民の共感を受け大きく発展した。前政府

（佐藤内閣）は、この闘いを予測していて、

1967年7月、「臨時石炭鉱害復旧法」を改正し、

10年間の延長と産炭地域の振興をはかるため、

鉱害復旧長期計画を新しく「復旧法」に捜入

し、産炭地域振興臨時措置法を改正、炭鉱離

職者法の改正を行ない、これらの改正に伴う

財源を石油関税の引き上げに求め、石炭関係

法の施策的財源を安全に確保するため、石炭

及び石油対策特別会計法を、所謂、炭鉱閉山

答申の前年の1967年に制定した。その後、佐

藤内閣の退陣で誕生した田中角栄内閣は、日

本列島改造、工場再配置促進法を掲げ、その

もとで、72年4月に「石炭及び石油対策特別会

計法」を改正し、1972年12月、中曽根康弘通

産大臣は、先に述べた「石炭六法」の改正を

待って、産炭地域振興策の告示を発表し、佐

藤内閣によって、1969年に制定した「同和対

策臨時措置法」をこれらの諸法律に関連させ

優遇する実施を指示した。

　そのことのため、筑豊に於ける部落解放同

盟の利権活動を活発化させ、筑豊地域の市町

村の財政負担は、大きく膨らむことになった。

　政府はその一方で筑豊の振興策を対象に縦

割り行政でなく、面での行政措置としての関

係各省庁連絡会議を創設、そして、福岡県を

中心に佐賀県、長崎県、熊本県の地方公共団
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高年労働者の雇用問題と共に田川地区の後継

者問題も含めて、炭鉱に代わる産業の開発を

自治体と共に考えなければ、復興どころか明

日の田川も筑豊もない。

口．田111に於ける新たな復興の遣筋を通して

　　筑豊の復興を考える

　田111は、2兆円もの金を32年間の時間をかけ

て前述のように色々なことをしてきたが税収

に繋がらず、とくに田川地区の自治体の財政

力指数は、筑豊の中で最も悪く、平均にして

0．22となっていて全国平均（O．68）の3分の1以

下である。

　『石炭六法』の時限を前に、その延長に、

筑豊は、総力を結集して斗った。その結果、

98年の石炭答申は、予想に反して激減緩和措

置として5年間の政策的延長を発表した。筑豊

は、今このたたかいの成果を活かして“前者

の轍を踏まず”新たな復興の道を選択しなけ

ればならない。その道は、炭鉱に代わる産業、

即ち、弥生前期から豊かな流域に支えられ育

まれてきた農耕のための広大な農地が残され

ている。この農地を活用しての新たな農産業

の開発による雇用の場と福祉の充実を図る地

域杜会を協同の力で建設する道である。

　飯塚農林事務所の統計（1995年）によれば、

筑豊地区の農業就業人口の推移は、激減して

いる。1960年の農業就業人口74，600人から

1995年には14，000人、2005年の見通しは、

lO，300人になると言うものである。このまま

推移すれば、筑豊における農業就業者は、後

継者が育たない現況からして、絶対的に高齢

化が進み殆どの農地は放棄されるであろう。

その原因は、政府の農業政策によるものであ

ることは言うまでもない。

　そして、現在の農民の多くは、「食管法」が

なくなっているのに、政府は減反を強要して

いる。しかし転作しても不況のため、作物の

販売に白信がなく休耕地を増大させている。

　私たちは、この休耕地を集団的に借り受け、

白治体・農協・借受け農地の地権者でもある

農業就業者、学識経験者、農業労働者協同組

合、福岡県高齢者福祉生活協同組合代表等で

『農産業開発センター』等の第3セクター方式

又は、生産組合方式による計画生産と、それ

を保障するための『販売ネット』による計画

的販売を広域的に組織化することを図り、農

産物の集荷・加工。配送・情報の一貫性と集

約等による農産業の開発を発展させ、炭鉱に

代わる雇用の拡大を図る。そして、そのなか

で意識的に農業後継者づくりと地域の指導的

青年後継者づくりを地域社会で成功させ、地

域福祉の確立を白治体と共に建設し、障害者、

老人、子どもなどの弱者が明るく安心して住

むことができ、心身障害者が杜会的自立をめ

ざして働き、ともに将来を望める故郷、福祉

の田川、筑豊の建設を考え、その拠点として

の役割を果たすため、社会福祉法人『すみれ

育成会』は、川崎町安宅に生椎茸を生産する

知的障害者福祉工場を日本労働者協同組合連

合会や福岡県高齢者福祉生協、そして地域の

人々と協同して建設を計画しているものであ

る。
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